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学術部勉強会

と き 平成15年5月21日 困 午後7時

ところ 仙台市医師会館 ・仙台市急患 センター5階 研修室

在宅医療の基本概念と近未来
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はじめに

在宅医療に関す る全国

的な会が いくっかあり、

主 として在宅医療 を手が

けている医師は、

①NPO在 宅ケアを支

える診療所市民全国ネ ットワーク

② 日本在宅医学会

③ 日本在宅医療研究会

の三者のいずれかまたはその複数 に加入 している

ようです。 それぞれに持ち味は違 うのですが共通

認識 としてあるのは、

1)生 活者 の生活支援、療養者 の活動支援が主

目的。在宅ケアの一部を担 う。

2)24時 間態勢で医療を提供で きる。

3)在 宅看取 りがおこなえ る。

とい うことのようです。私 もこの複数の会に参加

す るようにな り、少 しずっ見えて きたものを独断

と偏見?で ここに披露 させていただ きます。

患者ではない生活者

54歳 胃がんの末期患者 さん も家 に帰れば 「おと

うさん」です。在宅生活で 「患者」 と命名 される

人 はお りません。 このごろ患者 さまとさま付けす

るところもあるようですがどうもしっくりしませ

仙台往診 クリニック院長 川 島 孝一 郎

ん。なぜな ら家ではもはや患 う者ではないか らな

のです。看護では 「療養者」 と言 っています。さ

らにケアの世界ではご存知のように 「利用者」 と

な っています。英語ではユーザー、 クライアント

という言葉が当てはまるで しょう。対象 となるそ

の人個人には有効 なこれ らの言葉 のほかに、「生

活者」 とい う言葉 もあります。病院では分離され

て しま う患者 とその家族 も、家に帰れば分 け隔て

のない全員が 「生活者」 です。医師も生活者のは

しくれと して生活世界のバ ランスをとり続けるの

です。

生活世界の構造

生活者の生活(物 理的心理的あ るいは環境、経

済等のすべて)の 全体を生活世界 といいます。生

活者 はその一人ひとりがただ単純に集合 した総和

で はありません。家族の 「絆」の意味するところ

は 「全体 は部分の総和 とは異なる」家族全体 とし

ての特性 なのです。「家風」「絆」などに代表 され

るその家族 ごとに異なる 「一っの全体」 としての

特性が、す なわち家族 の多様性 と して現れてきま

す。 したが って生活世界 は、 家族の おのおのが

「あなたによって私があ らしめ られる」 とい う状

況 を互 いに しかも同時に作 り出 している、共同存

在 の形態(ゲ シュタル ト)を 現出 します。
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生活世界内部での医療

在宅医が医療をおこなう場合、必ず生活世界の

内部 に居合わせて行動 しますので、生活者 の24時

間に含まれ ることにな ります。 このよ うに部分 と

して生活構造 を形成 しているということは、生活

世界 の内部構造 として内側か らその全体構造を支

えていることにな ります。医師の視点 は従来型の

「客観 的に対象 を把握す る」 とい うようなサイエ

ンスとしての医療と一風異 なり、自分 も含まれた

全体を実感す る仕方すなわ ち、「他者経験 を自分

の経験 とす る」 ことが求 められます。生活者 と切

り離せない医師 とも言えます。

したが って延命治療に属す るICUの ような医

療か ら、なにも具体的手技はおこなわないで看取

る自然死 のような形 まで、(医 師 も含まれた)生

活世界全体の統一された意思決定のいずれに も参

加 し、かっ対応で きることが求められます。在宅

医療 は 「何 でも有 り」。病院内部 での狭義 のEB

M(標 準化 された医療)が 成 り立たない世界で も

あるのです。なぜな ら医療情報のみならずそれ以

上 に刻 々変化する生活情報 こそが、全体 の進路を

決定する重要 な部分として存在するか らなのです。

在宅医療の近未来:理 論

生活世界の進 む方向は生活者を中心 としなが ら

そ こに集 う全体 によって決定 されます。従来型の

病院医療のような医師を頂点 とす る上位下達方式

が機能 しません。 また米国型在宅医療のような、

医師 は指示書作成のみで在宅訪問せず、情報収集

は看護師に集中させそこか ら各介護事業所へ と分

配す る形式 も、形を変えた上位下達 とな り好 ま し

くないで しょう。

ではどのように考え ましょう?

基本は 「人 と人 との関係性 は単純 に足 した総和

として表わされるのではな く、関係 した双方の融

合 した新たな全体 として表わされる」。「全体は部

分の総和 とは異 なる」 ものです。

① 「在宅医一生活者」:「 」が両者 の全体

性の形態を意味 します。

②(ケ アマネー ジャー一生活者)1()

③ 【看護師一生活者】:【 】

④ 〈訪問 リハ ー生活者〉:〈 〉

⑤ 『ヘルパー一生活者』:『 』

⑥{入 浴サービスー生活者}:{}

在宅 ケアにかかわ るさまざまな職種の人が生活

者 と共 に時間と場所を共有す るたびに、その全体

性 は異 なって きます(こ れ を変容 と言 います)。

この多様な違いこそが生活者の自由度の表現であ

り指標 となるのです。っま り生活世界への窓 口は

多 いほど多様性の情報量が多 い。生活者 の真意を

多元的に測 ることができるとい うことになります。

もし仮に情報の窓 口を看護師のみにして しまう

と、 【看護i師一生 活者】 の全体性 【 】の情報*

が、あたかも生活者そのものの情報であるかのよ

うに伝達されて しまい、 この両者の関係性のみが

十全のごとく幅を利かせて しまうのです。医師が

在宅に行かず して この情報のみを真 の情報と して

扱 うと、生活者の全体像か ら逸脱 した指示がな さ

れて しまう危険性が高 いのです。

*情報の定義:心 理学的には 「人の心理構造はゲシュ

タル トである」ことがはっきりしています。 した

がって人の関係性における 「情報」とは、それを

収集する主観の私と、情報の発信源となる客観的

対象の生活者との(総 和とは異なる)全 体を意味

するのです。

そ こで上記①か ら⑥ までの全体性がすべて分か

り合えるような 「場」が必要になって きます。 そ

れは 「ケアカンファレンス」で しょう。

在宅医療の近未来:も し実践するなら

1)在 宅 ケアに集 う職種 は多 いほどよい。

2)同 一の事業体か らの職種は少ないほどよい。

すべてを同一事業体に任せると生活者 はその

影響のみによる変容 しかなされません。影響

の単一化は変容の単一化を招 き生活世界を固
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化 して しまいます。 自由度の制限 につなが り

ます。

3)医 療を含めたすべてのケア提供者 の基本姿

勢 は、 【対象の把握ではない、他者経験を自

分の経験 とす る】実感を伴 うものでなければ

なりません(一 般には全人的把握)。

4)し たが って医師は生活者 との生の接点 を持

つ ことが必須であ り、在宅訪問 しない医師 は

在宅医療をや った ことにはなりません。

5)生 活世界の部分を形成 している以上、生活

者の要請 に応 じて出向 くことが当然であ り、

24時 間対応をすることにな ります。

6)在 宅看取 りが当たり前 となります。

7)医 師一人では身体が持 ちません。複数 の医

師による全体把握が基本 となるで しょう。

8)在 宅ケアにかかわる職種 がそれぞれに生活

者 との全体性の中で得たものを、生活者 と共

に披露 して生活者の自由度(変 容)を 知 るた

めの場、すなわちケアカ ンファレンスが最 も

重要です。 これが最 も真 に近 い情報 の共有化

とな るで しょう。

9)同 時 に情報の開示と保護の両立が求あ られ

ます。

10)生 活者個人の権利が保障されなければな ら

ないと同時に、絆を保つ努力(義 務)も 必要

であ り、 この両立が求め られます。

在宅医療の近未来:状 況次第では

病院医療が二極化す るように、おそ らく診療所

も二極化するで しょう。

① 外来中心の勤務時間内の従来型医療提供診

療所。

②24時 間対応で看取 りも普通にお こなう重症

対応型 の在宅医療診療所。

そ して、病院医療の構造 自体が生活医療の様相

を呈せ ざるを得 なくなるのでは?と 考えます。

なぜな ら、限 られた入院日数では,入 院当初か ら

生活情報をとり入れた検査 と治療を行わなければ、

スムーズな在宅への移行ができなくなるか らです。

一13一


